
令 和 ８ 年
１月９日
（金曜日）

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行

○
告
示

特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域
の
指
定
（
環
境
政
策
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

生
活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
の
届
出
（
厚
政
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

生
活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
医
療
機
関
の
指
定
（
厚
政
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

救
急
病
院
の
認
定
（
医
療
政
策
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

保
安
林
予
定
森
林
（
山
口
市
）
（
森
林
整
備
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

道
路
の
区
域
の
変
更
（
道
路
整
備
課
）

二

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

道
路
の
供
用
の
開
始
（
道
路
整
備
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
公
告

契
約
の
締
結
（
二
件
）
（
デ
ジ
タ
ル
・
ガ
バ
メ
ン
ト
推
進
課
）

三

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

周
南
都
市
計
画
公
園
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧
（
都
市
計
画
課
）

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

○
選
管
告
示

選
挙
人
名
簿
選
挙
時
登
録
の
基
準
日

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正

四

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

告

示

山
口
県
告
示
第
七
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有

害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い
う
。
）
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
八
年
一
月
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

周
南
市
野
村
南
町
四
八
三
八
の
一
の
一
部
、
四
九
七
六
の
一
部
、
四
九
七
六
の
一
の
一
部
、
四
九

七
六
の
二
の
一
部
、
四
九
七
六
の
三
の
一
部
及
び
四
九
七
六
の
四
の
一
部

二

特
定
有
害
物
質
の
種
類

六
価
ク
ロ
ム
化
合
物
、
セ
レ
ン
及
び
そ
の
化
合
物
、
鉛
及
び
そ
の
化
合
物
、
ふ
っ
素
及
び
そ
の
化

合
物
並
び
に
ほ
う
素
及
び
そ
の
化
合
物

三

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
五
十
八
条
第
五
項
第
十

号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
の
規
定
へ
の
該
当

周
南
市
野
村
南
町
四
九
七
六
の
一
部
、
四
九
七
六
の
一
の
一
部
、
四
九
七
六
の
二
の
一
部
、
四
九

七
六
の
三
の
一
部
及
び
四
九
七
六
の
四
の
一
部
は
、
土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
第
五
十
八
条
第
五

項
第
十
二
号
に
該
当
す
る
。

山
口
県
告
示
第
八
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療

機
関
か
ら
次
の
と
お
り
医
療
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
八
年
一
月
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

医

療

機

関

廃
止
年
月
日

名

称

所

在

地

香
川
内
科

山
口
市
吉
敷
下
東
二
丁
目
一
〇
番
二
〇

号

令
和
七
、

一
一
、
二
一

原
田
内
科
胃
腸
科
医
院

山
口
市
桜
畠
三
丁
目
一
番
四
一
号

〃

〃

一

佐
藤
医
院

周
南
市
弥
生
町
二
丁
目
三

〃

〃

七

な
ぐ
わ
薬
局

岩
国
市
美
川
町
南
桑
二
四
〇
九
の
二

〃

〃

一

山
口
県
告
示
第
九
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
扶
助
の

た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

一
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令
和
八
年
一
月
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

医

療

機

関

指
定
年
月
日

名

称

所

在

地

は
ら
だ
内
科
・
内
視
鏡
ク
リ

ニ
ッ
ク

山
口
市
桜
畠
二
丁
目
六
番
八
号

令
和
七
、

一
一
、

一

な
ぐ
わ
薬
局

岩
国
市
錦
町
広
瀬
一
〇
八
〇
の
一
一

〃

〃

〃

指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
等

指
定
年
月
日

名

称

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称

所

在

地

株
式
会
社
樹

防
府
市
勝
間
三
丁

目
七
番
七－

二
号

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
あ
か
り

防
府
市
駅
南
町
八

番
三
五
号

令
和
七
、六
、

一

株
式
会
社
ツ
ク
イ

横
浜
市
港
南
区
上

大
岡
西
一
丁
目
六

番
一
号

ツ
ク
イ
岩
国
訪
問

看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン

岩
国
市
麻
里
布
町

一
丁
目
五
番
三
二

号

〃

一
一
、

一

山
口
県
告
示
第
十
号

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
次
の
病
院
を
救
急
病
院
と
し
て
認
定
し
た
。

令
和
八
年
一
月
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

名

称

所

在

地

認
定
が
効
力
を
有
す
る
期
限

医
療
法
人
岩
国
病
院

岩
国
市
岩
国
三
丁
目
二
番
七
号

令
和
一
一
、

一
、
三
一

山
口
県
告
示
第
十
一
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣

か
ら
保
安
林
を
次
の
よ
う
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
八
年
一
月
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

山
口
市
徳
地
野
谷
字
火
ノ
迫
一
〇
二
九
五
の
五

二

指
定
の
目
的

水
源
の
涵か

ん

養

三

指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⚑

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

⚒

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
山
口
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⚓

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
山
口

市
農
林
水
産
部
農
林
整
備
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
口
県
告
示
第
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
区
域
を
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
一
月
九
日
か
ら
一
月
間
山
口
県
土
木
建
築
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
一
月
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

道
路
の
種
類

県
道

路

線

名

橘
東
和
線

道
路
の
区
域

区

間

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

大
島
郡
周
防
大
島
町
大
字
和
佐
字
東
中
崎

一
〇
〇
七
六
の
三
地
先

旧

最
狭

二
・
九

最
広

四
・
七

一
八
・
二

新

最
狭

三
・
三

最
広

二
八
・
三

一
八
・
二
道
路
改
良
工
事
の

完
了
に
よ
る
。

二
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山
口
県
告
示
第
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
八
年
一
月
九
日
か
ら
一
月
間
山
口
県
土
木
建
築
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
八
年
一
月
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

路
線
名

供

用

開

始

の

区

間

供
用
開
始
の
期
日

県

道

橘
東
和
線

大
島
郡
周
防
大
島
町
大
字
和
佐
字
東
中
崎
一
〇
〇
七
六
の
三
地
先

令
和
八
年
一
月
十
日

公

告

（
二
）
契
約
の
締
結

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札
の
方
法
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
ま
し
た
。

令
和
八
年
一
月
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

総
合
企
画
部
デ
ジ
タ
ル
推
進
局
デ
ジ
タ
ル
・
ガ
バ
メ
ン
ト
推
進
課

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

二

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び
数
量

電
子
県
庁
基
幹
シ
ス
テ
ム

一
式

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

一
般
競
争
入
札

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

令
和
七
年
十
月
三
十
日

五

落
札
者
の
名
称
及
び
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

株
式
会
社
Ｊ
Ｅ
Ｃ
Ｃ

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
三
丁
目
四
番
一
号

六

落
札
金
額

七
億
三
千
五
百
十
七
万
四
千
円

七

入
札
公
告
日

令
和
七
年
九
月
十
六
日

八

そ
の
他

㈠

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

村
岡

嗣
政

㈡

調
達
方
法

借
入
れ

㈢

落
札
方
式

最
低
価
格

（
三
）
契
約
の
締
結

次
の
と
お
り
随
意
契
約
の
方
法
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
ま
し
た
。

令
和
八
年
一
月
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

総
合
企
画
部
デ
ジ
タ
ル
推
進
局
デ
ジ
タ
ル
・
ガ
バ
メ
ン
ト
推
進
課

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

二

契
約
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

制
度
改
正
（
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金
・
旅
費
・
人
勧
）
に
伴
う
基
幹
シ
ス
テ
ム
改
修
業
務

一

式
三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

四

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
七
年
十
月
二
十
三
日

五

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
そ
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

株
式
会
社
日
立
製
作
所

東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
六
番
六
号

六

契
約
金
額

五
千
六
百
八
十
一
万
五
千
九
百
四
十
六
円

七

随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令

第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
一
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
た
め

八

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

村
岡

嗣
政

二
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（
四
）
周
南
都
市
計
画
公
園
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧

周
南
市
か
ら
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
周
南
都
市
計
画
公
園
の
変
更
に
係
る
同
法
第
十
四
条
第
一
項

に
規
定
す
る
図
書
の
写
し
の
送
付
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
図
書
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

令
和
八
年
一
月
九
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

都
市
計
画
の
種
類
及
び
名
称

周
南
都
市
計
画
公
園
二
・
二
・
三
百
十
四
河
原
街
区
公
園

周
南
都
市
計
画
公
園
三
・
二
・
三
百
四
東
川
緑
地
公
園

二

都
市
計
画
の
図
書
の
写
し
の
縦
覧
場
所

山
口
県
土
木
建
築
部
都
市
計
画
課

選
挙
管
理
委
員
会

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
一
号

山
口
県
知
事
選
挙
の
執
行
に
当
た
り
、
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
二
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
選
挙
人
名
簿
の
登
録
に
つ
い
て
、
選
挙
時
登
録
の
基
準
日
を
次
の
と
お
り
定
め

た
。

令
和
八
年
一
月
九
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

黒

瀬

邦

彦

選
挙
時
登
録
の
基
準
日

令
和
八
年
一
月
二
十
一
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
号

個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
に
関
す
る
告
示
（
平
成
八
年
山
口
県
選
挙
管
理
委

員
会
告
示
第
九
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
八
年
一
月
九
日

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

黒

瀬

邦

彦

「
小
郡
集
会
所

〃

小
郡
下
郷
二
二
五
三
の
一
」
を

「
小
郡
集
会
所

〃

小
郡
明
治
一
丁
目
五
番
一
七

号

」
に
改
め
る
。

令
和
八
年
一
月
九
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

令
和
八
年
一
月
九
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事

四
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